
会議名
開催日時
場所
出席者
会議次第 1．開会

2．会長あいさつ
3．教育長あいさつ
4．協議事項
　（1）文化財保護事業 経過報告について
　（2）小野のシダレグリ保存管理計画について
　（3）矢彦神社の修繕について
　（4）『辰野町資料』について
　（5）明倫館について
　（6）油屋について
　（7）土器の県宝指定について
5．その他
6. 閉会
※　視察実施せず

1.開会

2．会長あいさつ

3.教育長あいさつ

4．協議事項
   (1) 文化財保護事業　経過報告について　※第２回審議会（10/31）以降のもの

①
・
・ 11月14日：七蔵寺掲額調査

H30年
・
・  3月22日：第3回文化財保護審議会

②
・
・

会議結果 ・
　 ・ 11月16日-17日：関東甲信越静地区埋蔵文化財担当職員共同研修協議会＠諏訪

・ 11月21日：県文化財パトロール
・ 11月25日：小野宿町並み講演会＠農民研修センター（来場者65名）

H30年
・  1月 9日：県果樹試験場ヒアリング
・  1月20日：有賀家土器寄贈
・  1月26日：第63回文化財防火デー査察
・  2月 1日：文化財防火・防犯研修会
・  2月 8日：シダレグリ保存管理計画策定委員会
・  2月 9日：上伊那・諏訪文化財担当者協議会
・  2月13日：小野地区景観懇談会
・  2月28日：文献資料研修会
・  3月 6日：十一面観音拝観（6名）
・  3月31日：油屋保存会総会

　　　③小野宿問屋保存会
・ 月1回の定例公開の実施
・ 11月 1日：問屋見学（10名）
・ 11月 3日：秋季特別公開（来場者14名）
・ 11月18日：問屋見学（6名）
・ 11月26日：辰野町そぞろ歩き（参加者20名）
・ 12月 1日：冬ごもり作業

会　議　録
辰野町文化財保護審議会（第3回）
平成30年3月22日（木）　午後3時00分～午後5時00分
町民会館　104号学習室
14名中　14名（審議委員10名、事務局4名）

11月 4日-5日：上辰野分館土器展示

文化財保護審議会
11月 9日：文化財保護研修会

 1月10日：『辰野町資料』第116号発行

文化財保護活動

11月10日：十一面観音拝観（7名）
11月11日：薬王寺拝観（23名）



・ 12月28日：しめ縄飾りつけ
・ H30年
・  4月 3日：保存会役員会

　　　④辰野町石造物調査会
・ 11月18日：第18回「上伊那郷土研究交流」の集い

H30年
・  3月12日：役員会

　　　⑤小野のシダレグリ自生地保全友の会
・ 月1回の手入れ作業を11月まで（支障木・藪切り作業、下草刈りなど）

H30年
・  3月16日：総会

　（2）小野のシダレグリ保存管理計画について

・

・
・

・

・

・
・
・

・

　（3）矢彦神社修繕について

　（4）『辰野町資料』について

　（5）明倫館について

　3年前から、県と町の補助金を受けて拝殿・回廊・神楽殿の修繕をしている。今
年度は神楽殿の屋根の葺き替え修繕を開始。29・30年度で下地を完成させ、31・
32年度に銅板を葺いて完成予定。
　県から修繕の補助金に加え、情報発信のための補助金をいただいたため、紹介
冊子1,000部・パンフレット3,000部・ホームページを作成した。

　策定委員会は4ヵ年計画の3年目で、今年度は第3・4・5回策定委員会を実施し
た。
これまで調査した基礎データを元に、第5回策定委員会から、シダレグリの管理の
あり方についての議論を開始した。来年度残り3回（第6・7・8回策定委員会）で
管理計画をまとめ、31年度から計画に基づく管理を開始したい。
　管理計画の骨子作成のため、審議会からも様々な意見を頂戴したい。また、今
後町の判断が必要になった場合は、臨時の審議会を開催して審議する場合もある
かもしれない。
現在挙がっている課題
シダレグリは現在、指定地内でもエリアごとに様々な生育形態になっているが
（順調に生育しているエリア・外来種が入り込んでいるエリア・やぶになってい
るエリアなど）エリアごとにどう手入れしていくか。過密エリアはシダレグリの
密度管理も含めて検討する必要がある。
管理道をつくるか。
指定地外に生育するシダレグリについて、指定地を拡大するのか、指定せず実験
用のエリアとするか。
シダレグリを眺望できる場所や、シダレグリに触ることができるエリアをつくる
か。
上記を受けて出た意見
指定地外のシダレグリについて、遊歩道を作ってふれあうエリアにしたり、手入
れの実験をしたりするなど、指定地外ならではの活用方法があるのでは。
指定地に隣接している建物は活用できないか。
電柱や電線、道中の休耕地等の景観整備。
見ごろの時期に合わせたイベントの実施。（雰囲気を損なわないようなもの）
「枝垂れ」の性質を理解した上での樹木管理の必要性。（支柱などの処置）

　今年度は116号・117号の発行を予定していた。30年1月に116号を発行。問屋夏
季講座で講演された内容を特集した。
　117号は武井覚太郎特集。武井覚太郎の業績を町の方に知ってもらいたい。原稿
はほぼ完成したが、ページが膨大になり予算をオーバーしたため、平成30年度の
予算を使い、4月以降に印刷・発行することにしたい。

　今から3年ほど前に、老朽化のため建物をどうしていくか話し合われたのが発端
となり、国の登録有形文化財に向けての活動が開始された。NPO法人を立ち上げて
建物の所有者とし、今年度登録申請をして、今回無事に答申された。6月頃、原簿
に搭載されて、晴れて登録有形文化財となる。辰野町では「めがね橋」に次いで2
件目の登録。登録内容は、「旧小野村役場庁舎」および「旧小野村役場土蔵」で
ある。プレートをもらえるので設置予定。小野宿の景観を形成する大切な建物を
守ってゆきたい。



　（6）油屋について

　（7）土器の県宝指定について

→

5．その他

6. 閉会

県が文化庁調査官を招いて講演をしてもらった際、長野県の指定文化財に縄文土
器が少ないことを指摘された。（県内ではあまりに多くの素晴らしい土器が出土
しており、誰もそれを新たに指定しようと思い至らなかったため）そこで県下の
特徴を表す土器を一括指定しようという動きになり、2年ほどかけて県内で調査が
実施された。200点ほどを挙げて諮問へ。「信州の特徴ある縄文土器群」という名
前で一括指定される予定。
辰野町からは土器3点が選出された。窪畑遺跡、樋口内城遺跡などから出土した、
来歴がしっかりしている土器の中から、信州の特徴を特に示すものが選ばれてい
る。
土器や古文書を保存するため、きちんとした収蔵庫が必要だと思われる。現在土
器や文書を保管している埋蔵文化財調査センターは、夏は暑く冬は寒い。作業員
の負担も大きく、文化財にとっても良くないのでは。環境の改善が求められる。

　今から3年ほど前に、老朽化のため建物をどうしていくか話し合われたのが発端
となり、国の登録有形文化財に向けての活動が開始された。NPO法人を立ち上げて
建物の所有者とし、今年度登録申請をして、今回無事に答申された。6月頃、原簿
に搭載されて、晴れて登録有形文化財となる。辰野町では「めがね橋」に次いで2
件目の登録。登録内容は、「旧小野村役場庁舎」および「旧小野村役場土蔵」で
ある。プレートをもらえるので設置予定。小野宿の景観を形成する大切な建物を
守ってゆきたい。

油屋を活用していくため、必要のない荷物の整理作業等を実施した。また以前か
ら景観を損なうとの苦情も多かった車庫を、有志の皆さんが撤去してくださり、
景観がとても良くなった。小野宿市で油屋をそばのふるまい会場にしたいとの計
画もあり、地域の皆さんの活用していきたいとの思いを感じる。
建物の状態については、雨漏りによる土台の沈下があり、電気温水器等の必要備
品も欠如している。補助金の申請を検討している。


